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      ＪＲ東労組 業務部 

系統別・支社別の標準数と現在員数が交渉の席上示されました。しか
しながら、我々が求めたデータ（支社別・系統別の研修・出張・休職
者数）示されませんでした。今交渉で時間外労働や休日労働の現実から
すれば、要員問題の議論は避けて通れません。 

本部は、早期の協定締結の必要性、データを基に検証と議論を深める
ためには時間が必要であること、一部支社にて３ ６ 違反が発生したこと
に踏まえて、３ ヶ月の協定締結期間とするべきことを、席上会社に通告し
ました。 

交渉の議論経過に踏まえて支社別・系統別デ

ータを示したことは承知する。しかし、示された

データでは不足である。示さないのか、示せな

いのか。 

今すぐに示せるデータがない。出張のデータを

示すにも分析するためには多くの人手と時間を

要する。「無駄な出張」の具体例があれば提

起して頂ければ議論できる。 

団体交渉の中断が何度も発生している。同時

並行の地方議論でも具体論を出さない支社が

ある。東京支社管内で発生した３６違反につい

ても認識が合わない。 

データの示し方は地方の労使で決めることだ。

データも物理的に出せる・出せないがある。会

社としては３６違反ではないと認識している。 

時間外労働が増加は要員問題に原因がある

という認識を覆すデータが示されていない。し

かし、いたずらに職場に迷惑をかけられない。

早期の締結と議論を深める時間確保のため

に、協定締結期間を３ヶ月とし検証を含めて

議論することを要求する。 

早期の協定締結と、データ整理に時間を要

することは認識が一致する。当社の業務運営

の特性上締結期間は１年間とするのが必須

である。東京支社の事象（３６違反）について

は地方の議論推移を見守り是正を図りたい。 


